
 

文京区リサイクル清掃審議会公募委員募集要領 

                １６文資リ第５４２号平成１６年１０月１４日部長決定 

改正 平成１８年８月１６日 

改正 平成２３年３月２５日 

改正 平成２８年３月２４日 

改正 令和５年１０月１３日 

改正 令和８年４月２２日 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、廃棄物の適正な処理及び再利用を行い、清掃事業の効率的な運営を図 

るため、文京区廃棄物の処理及び再利用に関する規則（平成１２年３月文京区規則第１２ 

号）第６１条の２第３号に定める委員（以下「公募委員」という。）の募集について、必 

要な事項を定めるものとする。 

 

（応募資格） 

第２条 公募委員に応募できる者は、区が行う清掃・リサイクル事業に関心があり、区内に 

 在住、在勤、在学者で、公募委員の任期開始時において満１８歳以上の者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は応募することができない。 

 ⑴ 文京区職員及び文京区議会議員 

 ⑵ 応募の時において、２つ以上の区の審議会等（区の附属機関又は区長の私的諮問機関とし

て設置されている会議等をいう。）の委員である者 

 

（募集の周知） 

第３条 公募委員の募集の周知は、区報「ぶんきょう」に掲載すること等により行う。 

 

（応募方法） 

第４条 公募委員に応募しようとする者（以下「応募者」という。）は、文京区リサイクル清掃 

審議会公募委員申込書（別記様式。以下「申込書」という。）に必要事項を記入し、又は文京

区ホームページの文京区リサイクル清掃審議会公募委員申込フォームに必要事項を入力し、別に

定める募集期間内に申し込むものとする。 

 

（選考） 

第５条 公募委員は、応募者のうちから、申込書による資格審査及び面接の審査により選考 

を行い、別に定める選考委員会によって決定する。 

２ 前項の選考の結果は、応募者全員に通知する。 

 

（庶務） 

第６条 公募委員の募集に関する庶務は、資源環境部リサイクル清掃課において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この要領の施行について必要な事項は、別に資源環境部長が定める。 

 

   付 則 

 この要領は、平成１６年１１月１日から施行する。 

 

   付 則 

 この要領は、平成１８年９月１日から施行する。 

 

   付 則 

 この要領は、平成２３年３月２５日から施行する。 



 

   付 則 

 この要領は、平成２８年３月２４日から施行する。 

 

   付 則 

 この要領は、令和５年１０月１３日から施行する。 

 

付 則 

 この要領は、令和８年４月２２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

   

（別記様式） 

 

文京区リサイクル清掃審議会公募委員申込書 

 

年   月   日 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

◆地域での活動状況等があれば記入してください。 

  

  

  

  

◆現在、文京区の他の審議会等に所属している場合は、名称を記入してください。 

  

  

  

◆在勤者・在学者の方は以下の項目も記入してください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ふりがな 

氏 名                                   

生年月日              年    月    日   性  別        

〒            ―                    

       

住    所                                       

電話番号（日中の連絡先）    （      ）    自宅・勤務先・その他 

 

ＦＡＸ              Ｅ -mail                      

 

 

勤務先･学校の名称                         

所在地  文京区        丁目    番         号 

 

裏面あり 



 

◆論文テーマ「循環型社会を実現するために必要なこと」 

※300字程度で記載してください。 

  

 

                 

 

                 

 

                 

 

              

 

              

 

              

 

              

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             


